
 

薬 第  1316  号  

令和２年５月 12 日  

 

 

保健所設置市薬務主管課長 様 

 

 

     神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課長 

（公 印 省 略）  

 

神奈川県薬物濫用防止条例の一部を改正する条例について（通知） 

 

 

このことについて、令和２年５月 12 日付けで、神奈川県薬物濫用防止条例（平成

27年３月 20日条例第 10号）の一部を改正する条例が公布され、公布の日から施行す

ることとなりましたので、通知します。 

なお、別記の関係団体あて別途通知済みであることを申し添えます。 

 

 

 

問合せ先 

献血・薬物対策グループ 山崎 

電話 (045)210-4972 

 

 



 

  別記 

 

・ 公益社団法人 神奈川県医師会長  

・ 公益社団法人 神奈川県歯科医師会長  

・ 公益社団法人 神奈川県獣医師会長 

・ 公益社団法人 神奈川県薬剤師会長  

・ 公益社団法人 神奈川県病院協会長  

・ 公益社団法人 神奈川県病院薬剤師会長  

・ 一般社団法人 神奈川県精神科病院協会長  

・ 神奈川県医薬品卸業協会 理事長  

・ 神奈川県麻薬卸売協会 理事長  

・ 神奈川県製薬協会長  

・ 神奈川県精神神経科診療所協会長  

 

 

 







 

神奈川県薬物濫用防止条例の一部改正の概要 

 

 

１ 改正する規則の名称 

  神奈川県薬物濫用防止条例（平成 27 年神奈川県条例第 10 号） 

 

２ 改正の理由 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を

改正する法律（令和元年法律第 63 号）により、覚せい剤取締法（昭和 26 年法律 252

号）の題名が改正されたことに伴い、所要の改正を行う。 

 

３ 改正の内容 

覚せい剤取締法の題名が改められたことから、引用する規定を整理する。 

（条例第２条関係） 

 

４ 施行日 

公布の日から施行する。 
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新旧対照表 

○神奈川県薬物濫用防止条例 

 

新 旧 

  

第１条 （略） 第１条 （略） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「薬物」とは、次に掲げる物をいう。 第２条 この条例において「薬物」とは、次に掲げる物をいう。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 覚醒剤取締法（昭和26年法律第252号）第２条第１項に規定する覚醒

剤及び同条第５項に規定する覚醒剤原料 

(２) 覚せい剤取締法（昭和26年法律第252号）第２条第１項に規定する覚

醒剤及び同条第５項に規定する覚醒剤原料 

(３)～(７) （略） (３) ～(７) （略） 

第３条～第25条 （略） 第３条～第25条 （略） 

  

 




